
                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 こども医療システム 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども未来部こども青少年課 

個人情報ファイルの利用

目的 

こども医療費の支給事務を行うため 

記録項目 １識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６

電話番号、７国籍・在留期間、８続柄、９家族状況・居住状況、

10 親族関係・婚姻歴、11 市民税課税情報、12 加入医療保険、

13 医療費支給状況、14 支払金融機関口座 

記録範囲 こども医療費支給資格登録申請書を提出した者とその家族 

記録情報の収集方法 申請者及び住民基本台帳及び市県民税システム、国保連合会、

社会保険診療報酬支払基金、医療機関、他の公官庁から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市こども未来部こども青少年課 

（所在地）埼玉県深谷市仲町１１番１号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル ☑有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報

の概要 
－ 



                                

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

－ 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

－ 

備考  

 



                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 ひとり親医療システム 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども未来部こども青少年課 

個人情報ファイルの利用

目的 

ひとり親家庭等医療費の支給事務を行うため 

記録項目 １識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６

電話番号、７国籍・在留期間、８続柄、９家族関係、10 親族

関係・婚姻歴・家族状況・居住状況、11 市民税課税情報、12

加入医療保険、13 医療費支給状況、14 支払金融機関口座 

記録範囲 ひとり親家庭等医療費受給資格者証交付申請書を提出した者

とその家族 

記録情報の収集方法 申請者、住民基本台帳、市県民税システム、国保連合会、社会

保険診療報酬支払基金、医療機関、他の公官庁から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市こども未来部こども青少年課 

（所在地）埼玉県深谷市仲町１１番１号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル ☑有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 



                                

行政機関等匿名加工情報

の概要 
－ 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

－ 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

－ 

備考  

 



                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 児童手当システム 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども未来部こども青少年課 

個人情報ファイルの利用

目的 

児童手当の支給事務を行うため 

記録項目 １識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６

電話番号、７本籍・国籍・在留期間、８続柄、９家族状況・居

住状況、10 親族関係・婚姻歴、11 職業・職歴、12 収入状況・

取引状況・配偶者の所得状況、13 加入医療保険、14 加入公的

年金、15 支払金融機関口座 

記録範囲 児童手当・特例給付認定請求書を提出した者とその家族 

記録情報の収集方法 請求者、住民基本台帳、市県民税システム、他の公官庁から収

集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市こども未来部こども青少年課 

（所在地）埼玉県深谷市仲町１１番１号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル ☑有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 



                                

行政機関等匿名加工情報

の概要 
－ 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

－ 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

－ 

備考  

 



                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 児童扶養手当システム 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども未来部こども青少年課 

個人情報ファイルの利用

目的 

児童扶養手当の支給事務を行うため 

記録項目 １識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６

電話番号、７本籍・国籍・在留期間、８続柄、９家族状況・居

住状況、10 親族関係・婚姻歴、11 職業・職歴、12 収入状況・

取引状況・扶養義務者の所得状況、13 加入医療保険、14 加入

公的年金、15 支払金融機関口座、16 障害・精神状況、17 監

護・養育状態、18 養育費 

記録範囲 児童扶養手当認定請求書・市外転入届を提出した者とその家

族 

記録情報の収集方法 請求者、住民基本台帳、市県民税システム、他の公官庁から収

集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市こども未来部こども青少年課 

（所在地）埼玉県深谷市仲町１１番１号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル ☑有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

－ 



                                

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報

の概要 
－ 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

－ 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

－ 

備考  

 



                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 成人式案内状発送者一覧 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども未来部こども青少年課 

個人情報ファイルの利用

目的 

二十歳を祝う会の参加対象者に実行委員会募集通知及び案内

状を送付するために利用する。 

記録項目 氏名、生年月日、性別、住所、世帯主氏名 

記録範囲 当該年度中に二十歳になる４月２日から翌年４月１日に生ま

れの者。 

記録情報の収集方法 住民基本台帳から抽出。 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない。 

記録情報の経常的提供先 なし。 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）こども未来部こども青少年課 

（所在地）深谷市仲町１１－１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 □法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル □有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報

の概要 

－ 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

－ 



                                

所在地 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

－ 

備考  

 



                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 汎用福祉システム 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども未来部こども青少年課 

個人情報ファイルの利用

目的 

０歳児子育て支援金の支給事務を行うため 

記録項目 １識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６

電話番号、７本籍・国籍・在留期間、８続柄、９家族状況・居

住状況、10 親族関係・婚姻歴、11 個人番号、12 支払金融機関

口座 

記録範囲 ０歳児子育て支援金支給申請書を提出した者とその家族 

記録情報の収集方法 申請者、住民基本台帳、他の公官庁から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市こども未来部こども青少年課 

（所在地）埼玉県深谷市仲町１１番１号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル ☑有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報

の概要 
－ 



                                

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

－ 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

－ 

備考  

 



                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 こども医療システム 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども未来部こども青少年課 

個人情報ファイルの利用

目的 

こども医療費の支給事務を行うため 

記録項目 １識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６

電話番号、７国籍・在留期間、８続柄、９家族状況・居住状況、

10 親族関係・婚姻歴、11 市民税課税情報、12 加入医療保険、

13 医療費支給状況、14 支払金融機関口座 

記録範囲 こども医療費支給資格登録申請書を提出した者とその家族 

記録情報の収集方法 申請者及び住民基本台帳及び市県民税システム、国保連合会、

社会保険診療報酬支払基金、医療機関、他の公官庁から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市こども未来部こども青少年課 

（所在地）埼玉県深谷市仲町１１番１号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル ☑有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報

の概要 
－ 



                                

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

－ 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

－ 

備考  

 



                                

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 要保護・要支援児童等対応一覧 

行政機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

 

こども未来部こども青少年課 

個人情報ファイルの利用

目的 

児童相談、児童虐待の疑いがあった際に過去の取扱いを確認

し対応を協議するために利用。 

記録項目 １氏名、２生年月日、３年齢、４性別、５住所 

記録範囲 児童相談所や警察署等からの通報、本人、親族からの相談があ

った者。 

記録情報の収集方法 児童相談所や警察署等からの通報、本人、親族からの相談によ

り収集。 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 児童相談所、警察署 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）深谷市こども未来部こども青少年課 

（所在地）埼玉県深谷市仲町１１－１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

         ― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す

るファイル □有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

 

         ― 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

 

         ― 

行政機関等匿名加工情報

の概要 

         ― 

 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

          

         ― 



                                

を受ける組織の名称及び

所在地 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

 

          ― 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

 

          ― 

 

備考  

 


